
文教警察委員会会議記録

文教警察委員長 大友 栄二

１ 日 時

平成３１年３月１２日（火） 午前１０時０１分から

午後 ０時１０分まで

２ 場 所

第２委員会室

３ 出席した委員の氏名

大友栄二、三浦正臣、古手川正治、末宗秀雄、藤田正道、平岩純子、河野成司

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

教育長 工藤利明、警察本部長 石川泰三 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１号議案のうち本委員会関係部分及び第２９号議案から第３３号議案までについて

は、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

（２）第１９号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答することを全会一致

をもって決定した。

（３）久住高原農業高等学校の開校準備及び大分県立くじゅうアグリ創生塾の開設準備状況に

ついて、香川県との共同運航における実習船の運航準備状況について並びに平成３０年度

全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果についてなど、執行部から報告を受けた。

（４）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 主査 矢野順子

政策調査課政策法務班 主査 熊野彩



文教警察委員会次第

日時：平成３１年３月１２日（火）１０：００～

場所：第２委員会室

１ 開 会

２ 警察本部関係 １０：００～１０：２０

（１）付託案件の審査

第 １号議案 平成３１年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

（２）その他

３ 教育委員会関係 １０：３０～１２：１０

（１）合い議案件の審査

第 １９号議案 職員の給与に関する条例等の一部改正について

（２）付託案件の審査

第 １号議案 平成３１年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第 ２９号議案 実習船の共同運航に係る事務の委託について

第 ３０号議案 権利の放棄について

第 ３１号議案 大分県文化財保護条例等の一部改正について

第 ３２号議案 大分県立スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て

第 ３３号議案 平成３１年度における県立スポーツ施設建設事業に要する経費の市町

村 負担について

（３）諸般の報告

①久住高原農業高等学校の開校準備及び大分県立くじゅうアグリ創生塾の開設準備状況

について

②香川県との共同運航における実習船の運航準備状況について

③平成３０年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について

④大分県の文化部活動の在り方に関する方針について

（４）その他

４ 協議事項 １２：１０～１２：１５

（１）閉会中の継続調査について

（２）その他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、文教警察委員会を大友委員長

開きます。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けま

した議案６件及び総務企画委員会から合い議の

ありました議案１件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これより、

警察本部関係の審査を行います。

まず、第１号議案平成３１年度大分県一般会

計予算のうち、警察本部関係部分について、執

行部の説明を求めます。

本日の委員会では、付託案件石川警察本部長

として平成３１年度大分県一般会計予算につい

て御説明します。

同案件については、警務部長から説明いたし

ますので、どうぞよろしくお願いします。

第１号議案平成３１年度大分県山田警務部長

一般会計予算のうち、警察本部関係について、

御説明します。

お手元の資料平成３１年度警察本部予算概要

の２ページをお開きください。

平成３１年度警察本部の当初予算額は、表の

一番左の欄、区分欄の警察本部①の計の欄に記

載のとおり、２６２億７，１３１万７千円です。

これを平成３０年度当初予算額と比較いたし

ますと、表の一番右の欄、前年度対比の欄に記

載のとおり、１２億２，２２４万５千円の減額

となっています。

これは、人件費が退職者の減少に伴う退職手

当の減額等により、２億７，６１０万２千円の

減額となったこと及び事業費が鑑識科学センタ

ーの建設工事の完成等により、９億４，６１４

万３千円の減額となったことによるものです。

それでは、予算概要の順に沿って御説明しま

す。

５ページ、公安委員会費です。

一番左の欄、事業名の欄、一番上の委員報酬

６７８万円については、公安委員３人の報酬で

す。

その下の公安委員会運営費１８７万５千円に

ついては、公安委員及び事務局職員の旅費など

公安委員会の運営に要する経費です。

６ページ、警察本部費です。

給与費２０８億１，５０５万２千円について

は、警察官２，０９２人、一般職員３４５人、

計２，４３７人に対する給料、手当等の人件費

です。

７ページ、警察運営費１５億２，８４５万７

千円については、各団体が実施する事業への補

助金、児童手当、警察職員貸与被服調製費、赴

任旅費や庁舎の光熱水費等が計上されている警

察運営諸費等です。

９ページ、装備費です。

警察装備費４億１，６０１万６千円について

は、ヘリコプターの特別点検整備等に要するヘ

リコプター資機材等整備事業費や車両、警察官

装備貸与品等維持修繕費、車両等燃料費等です。

１０ページ、警察施設費です。

事業名欄一番上の国東警察署整備事業費２億

１，２５６万８千円については、国東警察署の

新庁舎建設予定地の取得・造成等に要する経費

です。

その下の交番・駐在所建設費９，６７３万４

千円については、大分南警察署管内の挾間、石

城川の２駐在所を統合し、新たに交番を建設す

るための経費及び老朽化した竹田警察署署長公

舎の建て替えに要する経費です。

その下の警察施設改修費８，６０７万２千円

については、航空隊のヘリ格納庫補修工事など

警察施設の改修を行うものです。

その下の交通安全施設整備費６億１，０９１

万４千円については、道路交通の円滑化と安全

を確保するため、信号機や道路標識等の整備を

行うものです。

その下のおもてなしの交通環境整備事業費７，

８２３万４千円については、ラグビーワールド

カップ大分開催に備え、国内外から来県する観
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光客等にとって、安全で快適な交通環境を整備

するため、摩耗の進んだ横断歩道の改修等を３

か年で集中的に行うこととしており、その２か

年目です。

その下の交通安全施設維持管理費３億７，８

４２万５千円については、交通信号機等の電気

料、回線専用料など交通安全施設の維持管理等

に要する経費です。

一番下の警察庁舎等維持修繕費４，００９万

７千円については、警察庁舎等の維持修繕等に

要する経費です。

１１ページ、運転免許費です。

事業名欄一番上の認知症等早期発見支援事業

費８５５万２千円については、運転免許更新時

等に認知症等の運転者を早期に発見し、医療機

関への受診勧奨など、より的確な対応を行える

よう、３名の非常勤の保健師等を運転免許セン

ターに継続配置するものです。

その下の自動車運転免許事務費６億６，３９

５万１千円については、更新時講習業務委託料、

処分者講習業務委託料等です。

１２ページ、恩給及退職年金費です。

警察恩給費３千万８千円については、昭和３

７年１１月以前に退職した警察職員及びその遺

族、合計３３人に対する恩給の支給に要する経

費です。

１３ページ、警察活動費です。

事業名欄一番上の特殊詐欺水際対策強化事業

費１，６７２万４千円については、電話で高齢

者等に対する注意喚起を行うコールセンター委

託等、特殊詐欺犯罪被害を水際で阻止するため

に要する経費です。

その下の子供見守り街頭防犯カメラ設置支援

事業費５００万円については、自治会や自主防

犯団体等が、子どもの通学路等に防犯カメラを

設置する場合に、１団体５０万円を限度に、そ

の所要額の２分の１を補助するものです。

その下の地域防犯力強化育成事業費２，０４

９万円については、児童・生徒の非行防止やい

じめ事案の早期発見・被害拡大防止等の対策の

充実を図るため、県内８ブロックの拠点警察署

にスクールサポーター８名の継続配置等を行う

ものです。

その下の空き交番・県民安全相談対策事業費

６，３５６万１千円については、空き交番の解

消とパトロールの強化を図るため交番相談員２

０名を、また、警察安全相談への迅速・的確な

対応を図るため警察安全相談員８名を、それぞ

れ継続配置するものです。

その下の装備資器材等充実強化費８，５９６

万４千円については、捜査用資器材等の整備に

要する経費です。

１４ページ、事業名欄一番上の一般警察活動

費２億９，９９２万円については、公益社団法

人大分被害者支援センターに相談・支援事業及

び講演会等の開催事業を委託するための被害者

支援事業費や電話専用料等通信運搬費、旅費等

です。

その下の刑事警察費２億７，０３１万４千円

については、機器のリース及び回線料等の維持

管理のための捜査支援システム整備事業費、少

年補導員等の活動等のための少年非行防止活動

推進事業費、報償費、旅費等です。

１５ページ、事業名欄一番上の高齢者交通事

故防止総合対策事業費５５７万１千円について

は、高齢者の交通事故を防止するため、参加体

験型講習用機材を活用した交通安全教育や運転

免許証の自主返納の促進等を行うものです。

その下の１１０番通信指令システム管理事業

費６，４３６万２千円については、平成３２年

２月に現行の１１０番通信指令システムのリー

スが終了することから、より高度化したシステ

ムへ更新するとともに、総合指揮室映像表示シ

ステムを更新整備するものです。

その下の警察無線機更新事業費１億１，５１

８万５千円については、新規事業です。

これは、電波法の下位規程である無線設備規

則の改正に伴う規格変更に対応するため、平成

３１年度から２か年で更新整備したいと考えて

おり、その初年度分として無線機１５２台の更

新整備を行うものです。

その下の交通事故総量抑止対策推進事業費２,

６００万円については、事業概要欄に記載の３

項目のうち、一番上の大分県運転・横断マナー
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向上推進事業費が新規項目です。

これは、歩行者事故における死傷者の約６割

が道路横断中であったことなどから、運転マナ

ー向上のためのテレビＣＭや新聞広告による広

報活動及び横断マナー向上のための県民と協働

した街頭啓発活動を行うものです。

その下のラグビーワールドカップ対策事業費

５，９２０万２千円については、新規事業です。

これは、ラグビーワールドカップ大分開催に

伴う警備活動に必要な資機材の整備や通訳に要

する経費です。

１６ページ、交通指導取締費２億６，５２８

万９千円については、高齢歩行者への反射材の

配布や若年運転者に対する体験型講習等のため

の交通事故抑止強化対策推進費、機器のリース

及び回線料等の維持管理のための自動車保管場

所申請ワンストップサービス推進事業費、機器

のリース及び事務の委託等のための違法駐車対

策推進事業費、報償費、旅費等です。

以上で説明は終わりました。大友委員長

質疑、御意見はありませんか。

１１ページ、認知症で８５０万円ほ末宗委員

どあり、中身は医療系専門職員と書いてあるけ

ど、事業内容は分かるんですか、詳しく教えて

いただきたい。

これは、嘱託の保健師等を採用原田交通部長

していまして、運転免許センター等に更新へ来

た際に、認知症になっている、なっていないと

いうところの判断はできないんですけども、そ

の方が質問表に書いた自主申告の内容とかを見

て、病院への診察を勧めたり本人から聞き取り

をしたりして、自主返納が可能であれば勧める

という制度です。

それじゃあ、３名というのは、臨時末宗委員

か何か、嘱託……（「嘱託です」と言う者あ

り）嘱託やね。

これは、平成２８年からやって原田交通部長

いまして、最初は保健師２名だったんですけれ

ども、翌年からは１名増員して、保健師を３名

にしました。平成３０年は、保健師２名、看護

師１名ということで、今は３名体制でやってい

ます。これをまた継続で行うというものです。

これ免許証関係って分からんかった末宗委員

んよ。ちょっとでいいけん、免許関係というよ

うな意味合いを書いていただいたらね。その下

に、よう見たら自動車運転免許とか書いちょる

けど、分からんかったもんじゃき。

字が小さいですが、右上の目の原田交通部長

欄に運転免許費と。（「どっかあるんかな」と

言う者あり）はい、右上の。（「ああ、ここま

で見らんと分からんね。はい、いいです」と言

う者あり）

１５ページ一番下のラグビーワール河野委員

ドカップ対策事業費の必要な資機材の整備等に

要する経費、１３ページには装備資器材等充実

強化費というのが別途あり、それと９ページの

警察装備費――これは備品関係なのかなと思っ

たんですけど、１３ページと１５ページについ

て、目的、内容が大きく異なるものなのかとい

うことについてお伺いしたいのと、ラグビーワ

ールドカップ終了後の資機材の扱いについてお

聞かせください。

予算概要の１３ページの装備資田原会計課長

器材等充実強化費の器材については、重要犯罪

などの捜査活動を迅速に行うためのシステム等

のリース料とか、そういった経費になります。

それから、１５ページのラグビーワールドカ

ップの関係ですけれども、この分については、

ラグビーワールドカップの開催のときに必要な

車を止めるための機具のリースといった経費、

要はラグビーワールドカップのための資機材と

いうことになります。（「その終わった後」と

言う者あり）終わった後、リースにしている分

は当然返しますし、買ったものについては、県

警全体で必要なものに使っていくということに

なります。

ラグビーワールドカップ対策事業費河野委員

について、財源内訳が繰入金という形になって

いるんですけれども、この繰入金はどこからの

繰入金なんでしょうか。

大分県スポーツ振興基金です。田原会計課長

ほかによろしいでしょうか。大友委員長

分からないから教えていただきたい平岩委員

んですけど、こじつけて言えば、１５ページの
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運転マナーの推進に関わるかなと思うんですけ

ど、自転車は車道を走るんだという認識がだん

だん浸透しているなというのを運転していて思

います。歩車分離信号のときに、歩車分離じゃ

ないところは赤信号になったら自転車も止まり

ますよね。でも、歩車分離の信号機があるとこ

ろで、歩行者用の信号が青になっているときに

渡っている自転車の人がとっても多いんですよ

ね。駅前の歩車分離も青になったら歩行者が一

斉に渡り出すという、あそこはスクランブルに

なっていないんですけど、自転車がだーっとス

クランブルでやってきているというような状況

です。一昨日稙田のところを走っていたら、自

転車は歩行者用信号に合わせて止まってくださ

いみたいな立て看が出ていて、これは警察が立

てたんじゃないなと思いながら見ました。えっ、

それって違うんじゃない、自転車は車の信号に

合わせて止まるんじゃないかなと思ったんです

けど、ちょっとそこら辺が私もごちゃごちゃに

なっているので、自転車はどうあらねばならな

いかというのを教えてください。

まず自転車の通行方法なんです原田交通部長

けど、もちろん車道通行が原則です。だから、

車両用の灯火に従う、車と同じ灯火です。ただ、

自転車歩道通行可という、歩道を通っていいで

すよという標識があります。そこについては、

自転車は歩行者を妨害しない範囲で通り、通る

ときには車道側を通りなさい。歩行者について

は車道から遠い方を通りなさいという道交法上

の基準があります。

続いて、横断歩道については、原則は自転車

も車両ですので車両用灯火に従うべきなんです

けども、中には横断歩道で自転車と歩行者両方

のマークがあるところがあります。そこは同じ

く歩行者に注意しながら自転車も横断していい

ですよとなっています。そこについては、例え

ば、自転車通行可の歩道をずっと来た自転車が、

そのとき歩行者用が青だから行けないとなれば、

そこで止まらないといけない状態になる。であ

れば、何で歩道通行可にしたのかということに

なるので、そういうところの信号機は、歩行者、

自転車用の信号機になっています。

ありがとうございました。それを知平岩委員

らなかったものですから。じゃ、駅前の交差点

は自転車も歩行者もそういう信号なんですね。

すみません、今度よく見ます。

記憶にないので、また調べて回原田交通部長

答させていただきたいと思います。

見に行きます。ありがとうございま平岩委員

した。

ちょっと関連。今、スクランブルと末宗委員

四つとも信号が青のところの交差点でスクラン

ブルじゃないということを言うたんだけど、違

いは何。

スクランブル交差点は、例えば、原田交通部長

大分市内でいくと、トキハの前とオアシスの前、

中央の交番がありますけれども、あそこの前を

去年スクランブルにしました。

オアシスはスクランブル。（「前の、末宗委員

はい」と言う者あり）ああ、それは知らんかっ

たです。スクランブルのマークがないんだけど。

いや、表示は引いていないんで原田交通部長

すけど、始まりのところだけ斜めに引いている

と思うんですよ。（「そういう違いがあるわけ

ね」と言う者あり）はい。スクランブルにする

ところとしないところの差は、スクランブル交

差点であれば斜めに横断してもいいんですよ。

スクランブルじゃない全４方向が青の交差点に

ついては、Ｌ字に渡らないとだめというのが原

則です。その違いです。（「四つとも青じゃけ

ね」と言う者あり）

本当は、歩車分離したところについては全て

スクランブル交差点にすべきだと思います。た

だ、斜め横断するのは真っすぐ横断するのに比

べて時間がかかります。信号は高齢者の歩く速

度に応じて設定しており、歩行者用の斜め横断

オッケーというと、その分青の時間を増やさな

いと悪くなります。そうすると、今度車道側の

縦横の信号機の青の時間を削らないと悪くなる。

あんまり大きい交差点を歩車分離してスクラン

ブルにしてしまうと、どうしても車両の方の交

通渋滞が発生してしまいます。道交法上、交通

の円滑な流れを図ることも目的としてあります

ので、比較検討しながら、できるところについ



- 5 -

てはスクランブルでやっていくと。オアシスの

ところをスクランブルにした理由は、あそこは

脇道がものすごく狭くて、斜めにしても横断の

時間がそんなに変わらなかったので、車道側の

青を若干削るだけで良かったからです。

ちょっと１点。スクランブル等はい末宗委員

いんだけど、四つとも青やったら斜めに行った

ら時間かかるという、それも分かるんだけど、

横に行って、四つとも青じゃき、横に行ってま

た横に行ったら斜めに行くより随分時間かかる

わね。そこの辺りの判断が難しいなと。四つと

も青やったらねというような気分でもあります

けど、まあいいや。

ほかによろしいでしょうか。大友委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ大友委員長

で質疑を終わります。

なお、採決は、教育委員会関係の審査の際に

一括して行います。

これで付託案件の審査を終わります。

以上で予定の案件は終わりましたが、この際、

何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これをも大友委員長

ちまして、警察本部関係の審査を終わりますが、

ここで一言、私からお礼を申し上げます。

〔大友委員長挨拶〕

〔石川警察本部長挨拶〕

ありがとうございました。大友委員長

それでは最後に、この春で御退職される皆さ

んから一言お願いしたいと思います。

〔髙山刑事部長挨拶〕

〔原田警備部長挨拶〕

〔後藤運転免許課長挨拶〕

それでは、これをもちまして、警大友委員長

察本部関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔警察本部退室、教育委員会入室〕

これより、教育委員会関係の審査大友委員長

を行います。

それでは、次第に沿って委員会を進めます。

まず、総務企画委員会から合い議のありまし

た、第１９号議案職員の給与に関する条例等の

一部改正についてのうち、教育委員会関係部分

について、執行部の説明を求めます。

一言御挨拶を申し上げます。工藤教育長

大友委員長をはじめ、皆さま方には常日頃か

ら教育行政の振興にいろいろと御協力、御尽力

をいただいていますこと、改めて感謝申し上げ

ます。

本日の委員会では、３１年度当初予算案を含

む議案７件、諸般の報告４件について説明・報

告いたします。

各事項は担当課室長から説明します。

どうぞよろしくお願いします。

議案書の２００ページ、法華津教育人事課長

第１９号議案職員の給与に関する条例等の一部

改正について御説明します。

配布資料の１ページ、１の改正理由ですが、

香川県との実習船の共同運航開始に伴い、規定

の整備等を行うものです。

２の改正内容ですが、まず、（１）の職員の

給与に関する条例の一部改正については、実習

船が、新大分丸４９９トンから翔洋丸６７５ト

ンと大型化することに伴い、海事職の職務内容

等を規定する海事職給料表級別基準職務表の実

習船の規模等について、中型船舶（１種）を大

型船舶（３種）に改正するとともに、船長等の

職務の級について、同様の改正を行うものです。

次に、（２）の学校職員の特殊勤務手当支給

条例の一部改正については、大分県立海洋科学

高等学校に勤務する海事職の職員が漁業実習の

指導に従事したときに支給される特殊勤務手当

について、既に同様の手当を廃止している香川

県との均衡等を考慮し、廃止するものです。

３の施行期日については、共同運航を開始す

る平成３１年４月１日としています。

以上で説明は終わりました。大友委員長

質疑、御意見はありませんか。

共同運航ということなんですけども、河野委員

操船業務については、両県で交替という形で対

応するんですか。
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４月１日から就航します法華津教育人事課長

翔洋丸には２３人の船員が乗ります。当初は１

５人が大分県の職員、８人が香川県の職員で出

発しますけれども、その後、退職が出ると香川

県が採用して、最終的にはほぼ同数に近い職員

構成とする予定です。

将来に備えて大分県から船長を出し河野委員

てもいいようにするという趣旨の規定整備なの

か、４月から大分県の職員が船長となるのか。

現行の新大分丸の船長が法華津教育人事課長

翔洋丸の船長として就任をする予定になってい

ます。

これは要するに、大分県と香川県の末宗委員

給料のバランスを考えて、大分県の給料がいい

から香川県の方に格下げするという形だと思う

んだけど、大分県の給料ってそんなに全国的に

恵まれちょるの。

今回の特殊勤務手当の見法華津教育人事課長

直しについてですけれども、この共同運行とい

うのが既に山口県、福岡県、長崎県で実績があ

ります。その際、福岡県と長崎県については、

本県と同様の漁獲手当などがあったんですけれ

ども、山口県にはなかったということで廃止を

した経緯があります。

今回の香川県との共同運行にあたり、その先

行県を参考にして、大分県も手当を廃止するこ

ととしたものです。

いや、言いたいのはね、大分県の給末宗委員

与がずっとよかったら、これを廃止するのは構

わないけど、給与のバランスというのは、県内

の教員とかには問題がないのかなと。

それと大分県はよその県よりどのくらい給与

がいいんかね。今まで日本の社会では、待遇の

いいところに合わせて改定してきよったんやけ

ど、待遇の悪い方に合わせるというのはちょっ

と奇異に映ったもんやけんね。

さきほど先行して共同運法華津教育人事課長

行を実施している３県の状況をお話ししました

けども、３県とも給与の規定についてはそれぞ

れの県の規定に基づき支給をしているところで

す。

今回の漁獲手当については、もともと漁獲物

ですね、捕った魚の売払金額から販売手数料を

差し引いたものの１８％を分配するものです。

今後は香川県と一緒に実習を行うんですけれど

も、その香川県と一緒に捕ったものを大分県だ

けが分配するということにはなかなかなりませ

んので、今回、船員の了解を得て廃止に至った

ものです。

大体意味は分かったけど、一番民間末宗委員

と違うのは、役所はものすごく特殊勤務手当が

多いんよ。仕事するのに特殊勤務手当がそげん

要るんかなという気持ちは前から持っとるんじ

ゃけどね。それから、本当はこういうのをあた

るときにほかとのバランスを考えて、要らんの

は要らんようにするのが本来の姿だとは思うけ

ど、まあ意見にとどめておきます。

ほかによろしいでしょうか。大友委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ大友委員長

より採決いたします。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと総務企画委員会

に回答することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案のうち、大友委員長

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと総務企画委員会に回答すること

に決定いたしました。

以上で、合い議議案の審査を終わります。

次に、付託議案の審査を行います。

まず、第１号議案平成３１年度大分県一般会

計予算のうち、教育委員会関係部分について、

執行部の説明を求めます。

議案書の１ページをお開きくださ工藤教育長

い。

第１号議案平成３１年度大分県一般会計予算

の教育委員会所管分について、説明します。

別にお手元に配付しています平成３１年度教

育委員会予算概要の２ページ、平成３１年度教

育委員会予算です。

教育委員会の予算額は、左から２列目予算額

（Ａ）欄の上から３段目にありますように１，

１２２億４，０５０万５千円です。
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これを右から３列目の３０年度当初予算額

（Ｂ）と比較しますと、その右の欄にあります

ように、額にして、４４億５，７６５万４千円、

率にしますと、３．８％の減となっています。

内訳はその上にありますとおり、人件費が約

３億４千万円の減、事業費が約４１億円の減と

なっています。

人件費の減は、教職員数の減などに伴うもの

です。

事業費の減は、本年４月完成予定の県立武道

スポーツセンターの建設に係る経費が約３１億

円の減額となることに加え、本年４月に統一地

方選挙が行われることから、骨格予算として編

成される当初予算の段階では、県立学校の施設

整備に係る経費が約１１億円の減額となってい

ることが主な要因です。

続いて、新規事業を中心に、主な事業につい

て、担当課長より一括して説明します。

それでは、教育委員会の主佐藤教育財務課長

な事業について、個別に説明します。

平成３１年度教育委員会予算概要の１６ペー

ジ、事業名欄上から２番目の教育庁ワークセン

ター設置運営事業費８８４万１千円です。

この事業は、障がいのある特別支援学校生徒

の一般就労を促進するため、教育庁内にワーク

センターを設置し、高等部の卒業生を一定期間、

最長で３年間雇用して一人一人の障がいの特性

に応じた職場実習を行うことにより、労働習慣

や必要なキャリアの習得を支援し、企業への一

般就労へとつなげるものです。

４０ページ、高等学校施設整備事業費１７億

７，３５５万７千円です。

この事業は、教育環境の改善を図るため、大

分豊府高校など１４校の大規模改造工事等を実

施するものです。

また、新たに県立高校の空調設備を整備する

とともに、保護者、ＰＴＡに負担いただいてい

る維持管理経費を公費で措置し、安全・安心な

教育環境の整備と保護者負担の軽減を図ります。

４３ページ、事業名欄上から２番目の盲ろう

学校施設整備事業費１億１，５０２万６千円で

す。

この事業は、盲・聾学校の学習環境の改善を

図るため、盲学校敷地内に移転予定の聾学校と

盲学校が共同で使用する新寄宿舎の建設など、

第３次特別支援教育推進計画に基づく施設整備

等を実施するものです。

４４ページ、事業名欄上から２番目の支援学

校施設整備事業費１億１８１万３千円です。

この事業は、盲・聾学校を除く特別支援学校

教育環境の改善を図るため、来年度は日田支援

学校の大規模改造工事等を実施するものです。

５３ページ、事業名欄上から２番目のいじめ

・不登校等解決支援事業費１億４，８３０万６

千円です。

この事業は、児童生徒や保護者の悩み等に対

応するため、専門的な知識・経験を有するスク

ールカウンセラーを配置するなど、生徒指導体

制や教育相談体制の充実と関係機関との連携強

化を図るものです。

３１年度は、スクールカウンセラーを４名増

員し、全ての公立小中学校、高校、特別支援学

校への配置を完了するとともに、新たに、ＳＮ

Ｓ等を用いた通報・早期対応システムを試験的

に導入します。

５６ページ、事業名欄上から３番目の県立高

校自転車通学生ヘルメット着用推進事業費３２

６万８千円です。

この事業は、自転車通学生の頭部損傷による

死亡事故等を防止するため、ヘルメット着用の

義務化に向けたアンケート調査や普及啓発を行

うとともに、県立高校生を対象に募集するモニ

ターのヘルメット購入費を助成するものです。

５９ページ、事業名欄上から２番目の中学校

学力向上対策支援事業費３億１，５５４万３千

円です。

この事業は、課題となっている中学校の学力

向上を図るため、客観的な数値目標を盛り込ん

だ推進計画を策定し、組織的な授業改善に取り

組む市町村に習熟度別指導推進教員を配置する

とともに、基礎・基本の定着と活用力の理解度

を把握するため、学力定着状況調査を実施する

ものです。

３１年度は、現在の数学と英語に、国語、社
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会、理科を追加して問題データベースの配信を

行います。

６１ページ、事業名欄上から２番目の幼児教

育推進体制充実事業費１，１６０万５千円です。

この事業は、県内幼児教育施設における幼児

教育の質の向上を図るため、義務教育課内に大

分県幼児教育センターを設置し、幼児教育アド

バイザーが公立・私立の枠を超えて幼稚園・認

定こども園・保育所の巡回訪問による助言や園

内研修の支援を行うとともに、キャリアステー

ジ別の集合研修や地区別の合同研修を実施する

など、幼児教育の推進体制の充実を図るもので

す。

６２ページ、事業名欄上から３番目の特別支

援学校キャリアステップアップ事業費３，３５

６万３千円です。

この事業は、さきほど説明した教育庁ワーク

センター設置運営事業費と同様、障がいのある

特別支援学校の生徒の一般就労を促進するため、

高等部の卒業生を一定期間雇用し、労働習慣や

必要なキャリアの習得を支援するものです。

３１年度は、本年度、特別支援学校で雇用し

ている３名を引き続き同地域内の高等学校で雇

用し、特別支援学校では、新たに１２名を雇用

します。

６７ページ、事業名欄一番上の学びの接続推

進事業費２，３６６万４千円です。

この事業は、２０２１年度の大学入学者選抜

実施要項の見直しを見据え、児童生徒の学力向

上を図るため、授業改善を推進し、小・中・高

等学校を通じた一体的な指導体制を確立するも

のです。

３１年度は、英語のスピーキング力の向上を

図るため、タブレット型端末を活用し、ＡＬＴ

と生徒が１対１で英会話を行うオンライン授業

を導入します。

６９ページ、事業名欄一番上の大分の農林水

産業を牽引する担い手育成推進事業費３，８０

７万４千円です。

この事業は、本県の農林水産業を牽引する力

強い担い手を育成するため、農林水産高校生を

対象とした実践的な研修等を行うものです。

３１年度は、４月に開設予定のくじゅうアグ

リ創生塾において、先進的な農業者や企業・大

学などと連携した実践的な研修と、テレビ会議

システムの導入による県内農業系高校９校との

遠隔授業を実施します。

また、各学校では、本年度から推進している

ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰの手法による生産工程管理

システムの導入に加え、新たにグローバルＧＡ

Ｐの認証取得を推進していきます。

７６ページ、事業名欄上から２番目の子ども

科学体験推進事業費１，８４５万９千円です。

この事業は、小・中学生の科学に関する好奇

心や探究心を育むため、少年少女科学体験スペ

ースＯ－Ｌａｂｏを設置し、企業・大学・高校

と連携した科学体験講座を実施するものです。

３１年度は、ドローンやプログラミング教材

を導入し、常置するとともに、高校や香々地・

九重青少年の家を活用した観察・実験を行うな

ど、講座の開催回数を拡大し、子どもたちの参

加機会の拡充を図ります。

８９ページ、事業名欄一番下の子どもわくわ

く文化体験事業費３３９万１千円です。

この事業は、国民文化祭・全国障害者芸術・

文化祭を契機とした子どもたちの芸術文化に対

する興味・関心の高まりを生かし、ラグビーワ

ールドカップの来場者におもてなしの心を伝え

るため、文化部所属高校生による外国人向け文

化体験活動の実施や、中学生による英語を用い

たウェルカムカードの作成等を行うものです。

最後に、１０２ページ、事業名欄一番上の学

校部活動充実支援事業費３，３２２万５千円で

す。

この事業は、教員の部活動指導にかかる負担

軽減と経験者による指導の充実を図るため、公

立中学校に部活動指導員を配置する市町村に助

成するとともに、県立学校に部活動指導員を試

行的に配置するものです。

３１年度は、合理的かつ効率的・効果的な部

活動を推進するため、専門家の学校派遣等によ

りスポーツ医科学の知識の共有を図るとともに、

総合型地域スポーツクラブへの部活動の一部移

行に向けた実践研究や複数校間で種目を分担す
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る「拠点校方式部活動」の実践研究など、地域

の実情に応じた新たな部活動モデルの創出を図

ります。

以上で、教育委員会の平成３１年度一般会計

予算についての説明を終わります。

以上で説明は終わりました。大友委員長

質疑、御意見はありませんか。

５６ページ、県立高校自転車通学生藤田委員

ヘルメット着用推進事業ですけども、朝街頭で

立っているときに、中高生にインタビューをし

たんです。こういう事業が入りますよと、将来

的には高校生もヘルメット着用になるみたいで

すけどどう思いますかと言うと、一様に嫌な顔

をしていました。

去年、センター試験の翌日に舞鶴高校生が自

転車の後ろから軽自動車に衝突されて、意識不

明の重体となったので、頭を守るというのはと

っても大事なことだと思います。せっかくこう

いう事業をやるので、やっぱり生徒たちにも自

分の身を守るという観点でしっかり考えてもら

う機会を作るといいなと思っています。

具体的にこのモニターをやって、その先、ど

ういうスケジュールと言うか、どういう取組を

考えているのかというのを１点お伺いしたいと

思います。

それともう一つが、１０２ページの学校部活

動充実支援事業ですね。新規事業で合理的かつ

効率的・効果的な部活動ということで、現場―

―公立・私立問わず、部活動を指導されている

方からは、この課題で悩まれていると言うか、

どうしたものかなという声をよく聞くんですけ

れども、現時点で、その休養日、活動時間の設

定等に関してはどのような取組が考えられてい

るのかという２点をお伺いします。

自転車通学生の宗岡学校安全・安心支援課長

ヘルメット事業についてお答えします。

今、委員がおっしゃったとおり、ヘルメット

は女子高生含めて、なかなかかぶりたがらない

だろうなという思いはありますけれども、頭部

損傷の事故がやはり多いですよね。死亡事故も

頭部損傷が多いということで、子どもたちが自

分たちの命を自分たちで守るという、交通社会

の一員としてハンドルを握る者がしっかりと責

任を果たすといったところの教育をこれまでも

進めていますけれども、生徒会等を中心にしな

がら、２年間モニターしようと考えています。

このモニターを進める中でアンケート調査もし

ながら、そういった意識をしっかりと根付かせ

ていく。基本的にはモニター制度で行うんです

が、片方で学校の教育の中で交通安全教育をし

っかり進め、そして生徒会も使いながらやって

いく。両方並列にしながら、最終的な狙いとし

ては、子どもたちが自分たちで自分の命を守る

と。そういう意識をしっかりと高められるよう

に進めていきたいと思っています。

まずは、４月に保護者、それから全ての高校

生に対して意識調査を行いたいと思います。そ

して、３か月ぐらいたったときにモニターをし

ている子どもたちの意識調査をやりたいと。そ

れから、モニター生を活用しながら、全校の子

どもたちに自分たちで自分の命を守る意識であ

るとかをしっかりと根付かせ、交通安全教育を

進めるといったことも考えているところです。

運動部活動の適切な休養日、井上体育保健課長

それから活動時間の設定に関する取組状況です

が、昨年の８月に大分県の運動部活動の在り方

に関する方針を県で策定し、それを中学校に対

しては市町村の教育委員会に通知しました。昨

年１２月末までに市町村の方針を出していただ

きたいと。それから、それを各学校に今度は下

ろしていただきたいと。年明けから各学校でこ

の部活動の活動時間等の学校ごとの方針を作っ

ており、４月から運用開始となります。

私どもはただ通知しただけではなくて、この

活動時間等についてはしっかり行われているか

どうかということを随時追跡調査したいと考え

ています。具体的には中学校は平日２時間程度、

それから休養日は３時間程度ということで方針

を出しています。

最初の自転車の方は、義務化という藤田委員

文字が事業の中であるんですけれども、義務化

するのは、例えば、条例を作る、あるいは校則

で義務化するのかどっちなのか分かりますか。

今、国で自転車宗岡学校安全・安心支援課長
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活用推進法が施行され、大分県も土木建築部を

中心に自転車活用推進計画の策定準備をしてい

ます。私も準備員に入っていますけれども、有

識者会議等の中で条例化の話も出ています。方

向性は分かりませんけれども、推進計画にあわ

せて条例化というのも大分県で必要になってく

るだろうなと思っています。それと、他県で自

転車関係の条例を見ると、自転車を利用する者

がヘルメットを着用すること、あるいは賠償保

険に加入することについては努力義務となって

います。

学校においても、校則の検討をしていく必要

があろうかと思います。ただ、校則で決めて、

そして強制的に子どもたちにかぶらせるという

のも一つの方法かもしれませんけど、それだけ

ですと、先生あるいは親が見ていないところで

はかぶらない、校門が近づいてきたらぽっとか

ぶるというようなことになっては、これはもう

全く意味がないので、校則化も進めながら、さ

きほど言った子どもの意識の醸成を保護者も含

めて進めていきたいと思っています。校則だけ

でいくと、かぶれかぶれという生徒指導となり、

先生達の負担となる部分も出てきますので、両

方合わせて考えていきたいと思います。

生徒から、ヘルメットをかぶる条例藤田委員

を作ってくれ、若しくは作らないでくれという

陳情とか請願が出てくる可能性が。そういう取

組もちょっと期待したいなと思います。

それと、部活動は保護者の観点でいくと、や

っぱり競技力について、文化系もありますけれ

ども、心配する声というのも実はあったりしま

す。ルールから外れたところが強くなるような

状態を心配されている方もいますし、その辺も

配慮しながら、できるだけ公平に進めていただ

きたいなと思いますけれども、何かお考えがあ

ればお伺いしたいと思います。

御指摘のとおり、保護者の井上体育保健課長

ニーズ、生徒のニーズ、多様なものがあります。

やり過ぎたら、時間を多くかければ強くなるか、

そういったことが一番課題であり、効率的な指

導というのは、例えば、スポーツ医科学的な見

地から言いますと、週１６時間以上したらけが

につながる可能性が非常に高いということを周

知しながら、これはやはりいろんなニーズがあ

って時間がかかるんですけれども、粘り強く学

校現場、保護者、生徒等に訴えていきたいと考

えています。

公立・私立問わず、そして、どちら藤田委員

かというと全国一斉に、一律で公平になるよう

な観点で取組をぜひ進めていただきたいと思い

ます。

ヘルメットの件なんですけど、今大友委員長

県内で自転車通学が１万２千人ぐらいいる中で、

今回２年間で１，２００人のモニターというこ

とで、義務化されるか否かということがあるん

ですけれども、義務化された場合にモニターに

は補助を出しているけど、その後購入するのは

自費になるのかという心配の声ももう上がって

いるところです。もし義務化されるような場合

は、そこにも補助をしっかり考えて、公平とな

るようにしていただくようお願いします。

今のヘルメットの関係について、県河野委員

立学校の状況はこういうことかなと思うんです

が、既に市町村立学校、特に中学生について、

ヘルメットをかぶって通学されている方を結構

見ます。これは例えば、校則というだけではな

くて、ＰＴＡあげてとか、保護者からの御要望

によってとか、いろんな状況があるのかなと思

っています。義務化と言うと、何か校則とか条

例とかいう話になりがちなんですけど、例えば、

ＰＴＡの皆さんが自分たちの子どもはこうやっ

て守りたいという、運動という形で広げていた

だくというやり方もあるのかなとも思います。

市町村立学校の実態とか、その辺は何かお調べ

になっていらっしゃるのか。

詳しくは調べて宗岡学校安全・安心支援課長

いませんけれども、市町村立学校においては、

自転車について県ＰＴＡ連合会との意見交換の

中で、ヘルメット、それから賠償責任保険につ

いては協議しています。大分県内でも一部地域

で中学生がヘルメットをかぶっていないところ

がありまして、そこも保護者の方で何とかかぶ

らせたいという方向で今動いていますので、こ

れは私どもも一緒に協議しながら進めています。
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それと、もう一点は、先日会派別説明会のと

きに委員から、小中学生――特に中学生が通学

のときにヘルメットをかぶっているので、この

中学生にも抽出でアンケートを取って、命を守

るということ、それからヘルメット着用につい

ての認識について意見を聞いてみたらどうかと

いう御意見をいただきました。その辺を含めて、

中学校の実態も把握したいと思います。

６２ページの特別支援学校キャリア河野委員

ステップアップ事業について、一定期間雇用す

るということなんですが、例えば雇用している

期間中であっても、就労先とのマッチングがで

きた場合については、マッチングを優先して一

般就労に移行させる。それによって、空きがで

きるものについては、卒業生の未就労の方たち

を雇用し事業を継続してやっていく、というよ

うな柔軟性を持っているのかについてお伺いし

ます。

今お話にあったように、後藤特別支援教育課長

途中で就労先が見つかれば、そちらへの実習も

実施しますし、就労をさせていくという方針で

考えています。また、そこで空きが出た場合は

随時募集を行うということで試験を行っていく

方向で考えています。

１年間大変お世話になりました。も平岩委員

し失礼な言動があったらお許しください。

２点質問があるんですけど、一つは議案書の

中では見つけにくいんですが、ネットのところ

になるのかなと思ったりするんですけど、最近、

中学生がゲームにはまり、深夜までずっとやっ

てしまい、親がそれを止めきれないというのが

大きな問題だと思います。その後、結局朝起き

られなくてそのまま不登校になっている傾向が

とても強いというのを多くの方から聞きます。

親の指導が一番大事だと思うんですけど、子ど

ものゲームの問題ですね。そこら辺りをこれか

ら来年度にかけてどう捉えていくのかなという

のが１点と、この議案の中で全部に出ているん

ですけど、代替の教員が不足しているというの

が年間を通じてずっと言われてきました。県の

教育委員会は２４０人、小学校から特別支援学

校まで県立も含めて２４０人ぐらいの数が確保

できるように予算も組まれていて、きっとそれ

は随分と補充できていると思うんですけど、そ

れでもやっぱり足りないというところが非常に

不安な状況になっているなというのを感じます。

この前、後藤県議から県立高校の先生がお亡

くなりになったというお話もありました。私は、

結局産休に入った人の代替が来ないままに、義

務制の先生が全部を受け持たなきゃいけない中

で頭が痛いと言いながら死んでいったというよ

うなことも聞きました。現状として、また今年

も同じことが繰り返されてはいけないと思うん

ですね。今まで何度も質問して教育長が丁寧に

答えてくださっていますので、背景としてのこ

とは理解できているつもりなんですけれども、

来年度に向けてこういう問題が起きないように

どうしていくのかということと、もう一つは、

現時点で何人不足しているのかというのが分か

ったら教えていただきたいと思います。

ゲーム、携帯、宗岡学校安全・安心支援課長

スマホの関係で、私どもも、この部分は非常に

大きな問題だと捉えています。インターネット

での実態調査で、平日２時間以上ネット利用し

ているのが小学生で１７．９％いると。また４

時間以上使っている子どもが小学５年生で８．

２％もいるという実態です。

私どもとしては、各学校を回るモラル教育を

進めていますし、家庭でのルール作りも進めて

います。今年度、全ての学校で調査しましたけ

れども、スマホ、携帯の利用ルールがあると答

えた家庭が小学校で５８．２％、中学校で８０

％ということです。携帯、スマホの所持率から

いくと小学校はルールありの割合が低いかなと

思いますけれども、それでもルール作りが進ん

でいると思っています。私どもはＰＴＡを対象

に、スマホの使用時間が勉強や脳にどのように

影響を与えるのかというところも、大学の講師

を呼んで研修会を行ったところです。

流れからいって止められないだろうと思いま

すが、これから学校にもお願いしながら、保護

者にも使い方をしっかり理解いただくにはどう

いった手法があるかというところも研究しなが

ら進めていきたいと思っています。
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まず代替教員の未配置の法華津教育人事課長

状況ですが、３月１日現在、県内で義務制では

４３人未配置という状況です。

この原因については、これまでも申し上げて

きたように、児童・生徒数の減少により、各大

学の教育学部の定員が既にかつての半数程度に

なっているということ。そういった中で大量退

職が続いており、全国的に教員の需給ギャップ

が生じているというのが原因です。

これを解消するためには、やはり退職者、再

任用の活用というのが一番有効だろうというこ

とで、昨年２月に行われた公立学校共済組合の

退職者説明会で退職者の方に協力をお願いしま

した。今年度はそれでも遅いだろうということ

で、１１月、１２月に配偶者も一緒に参加する

退職後のライフプラン講座に私が直接行って、

退職後のライフプランの一つとして、学校現場

で引き続き働くことも考えてくださいとお願い

に行きました。

ありがとうございました。３日ほど平岩委員

前、たまたま朝のテレビを見ていましたら、フ

ィリピンで子どもがインターネットカフェに入

り浸ってしまっていて、ずっとゲームしている

んですね。お母さんはお皿に御飯を入れて持っ

ていって、横から食べさせているんですよね、

まあ、この子はこんなに痩せちゃってとか言い

ながら。違うだろうと思いながら、恐ろしいな

と思いました。そういうことも起きてはいけな

いなと思いましたので質問しました。

それから、代替の件ですけれども、今年度も

４月の段階では一応みんな埋まったんですよね。

いいスタートが切れるって思ったんですけど、

やっぱりこれだけ若い人が多いから、お産に入

る人も当然多くて、本当に今先生が来ないとこ

ろは大変な状況です。もうあと２週間ですから、

大分市内の大規模校の学校ではもう来ない、も

う諦めたということで、１年生を５人ずつほか

のクラスに分けて、やっていくしかないなとい

うことでやっているところもあります。そうす

ると、今度は保護者が不安に思い出して――保

護者は自分の子どものことしか見ていませんの

で、うちの学校はこんなことで大丈夫なのかな

という声も聞きます。この問題は根本的に解決

しなければならないことがたくさんあると思い

ます。４月８日の始業式の日にいいスタートが

切れるようにと思います。

一人来ないことによって周りの負担ってすご

いものが来て、現場の悲しみとか憤りというの

はもう沸点に達するなというようなものも感じ

ます。いざとなったら市教委や教育事務所で教

員免許を持っている人がとにかく行くぞみたい

なところを見せていかないと納得できないよう

な雰囲気もあります。

またこれを一緒に考えていきたいと思います。

４月８日いいスタートが切れますように、ぜひ

よろしくお願いします。

いいかね。２点ほどあるんだけど、末宗委員

何遍も聞いたような記憶があるんやけど、学力

向上で小・中・高の九州の順位と全国の順位の

その後変動がどうなっちょるのか改めて聞きた

いんだけど。

それともう一つは、小学校の統廃合について、

基準があるのかどうか聞きたいんだけど。

義務制、小中学校について米持義務教育課長

は、九州トップレベルを目指していまして、今

九州トップレベルです。

トップレベル。何位。末宗委員

１位です。全国的には、小米持義務教育課長

学校が合計では９位で、中学校が２１位です。

統廃合については、これは県としての指針は

ありませんが、市町村単位で協議会設置をして

基準を決めていると聞いています。

高等学校の学力については、楢崎高校教育課長

測り方が非常に難しい部分があり、前回もセン

ター試験を受験した生徒でお答えしました。前

回各教科３０位台中ほどとお答えしました。今

年の３年生の状況で見ますと、なかなか何位と

いうのを確定させるのが難しい状況ですが、若

干それより上昇しているような傾向はあります

けれども、大体それぐらいだと認識しています。

中学校も１位やね。末宗委員

中学校は九州１位です。米持義務教育課長

（「１位やね。高校は九州は分からん、それ

も」と言う者あり）
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それはセンター試験の中で楢崎高校教育課長

の話でして、大分県の場合はちょっとお待ちく

ださい。今年のセンター試験における現役生の

一部のデータによれば、九州の中ではかなり上

位に位置しているといったことは言えると思い

ます。

いやあのね、今年は選挙の年やきね、末宗委員

あんまりうかつなことは言われんき、正確に知

っちょかなと思うて今日聞いたんだけどね。

それともう一つ、統廃合で一人でも二人でも

分校でやっているところもあれば、統廃合を進

めている市町村も随分あるんだけど、市町村ご

とじゃろうけど、県の方針はどっちじゃろうか

なというのをお聞きしたいんやけど。

小中学校の統廃合に中村教育改革・企画課長

ついては、国から小中学校の適正規模に関する

ガイドラインが出されています。市町村立学校

の設置数などについては、市町村の意向を反映

したものになりますので、求められた際にはそ

ういった国のガイドラインも参考にしながら、

アドバイスをしていくというのが県の立場とな

っています。さきほど米持課長からもありまし

たとおり、県としてこういう基準でやっていく

といった設定の仕方はしていないのが現状です。

国のガイドラインがあるのに何で県末宗委員

は何もしないの。

市町村立学校につい中村教育改革・企画課長

ては、その設置者の判断というところがありま

すので、市町村の判断を……（「いや、そんな

のは分かりきっとる」と言う者あり）はい、そ

ういうことになっています。

市町村の設置基準から何から言うた末宗委員

ら、国のガイドラインも何もいらないじゃない

か、そんなの。国も県もいらない。それでガイ

ドラインとか作るの間違うとるじゃねえか、元

が。一人の学校で分校作っているところと、今

度は生徒が嫌じゃ嫌じゃと言うて、分校に、そ

んな小さい学校に行きたくないという根本的な

問題があるの。そういういい加減な答弁で何も

考えんで言うならやめてしまえ。

市町村において、小中村教育改革・企画課長

中学校をそれぞれどういった規模で残していく

のかということについては、国の中でも一定の

方針はあるんですけれども、それは一つだけ答

えがあるということではありません。

適正な規模に統合していくときのいいやり方

もありますし、少人数の児童・生徒であっても、

その学校を残しながら、残した学校での教育環

境をよくしていく、教育内容をよくしていくと

いったような方向性をとるケースもあります。

そういった市町村の判断に応じてこういった

いいやり方があるというところを示しているの

が今の国の方針になっています。さきほど申し

上げたことの繰り返しになってしまうんですけ

れども、市町村のこういうふうにやっていきた

いという希望に応じたアドバイスをしていくと

いうのがスタンスになるということだと思って

います。

答弁は一緒のこと言いよるんだけど末宗委員

ね。俺が言いよるのは、国にはガイドラインと

かそういう方針があって、市町村にも方針がい

ろいろあって、県はどういう方針かということ

を聞きよるんよ。県の方針を聞きよるのよ。そ

ういう指導、助言から措置がいろいろできるや

ろうから。県の方針を聞きよるのに、国とか市

町村のことに、人に押しつけて何になるの。

今の委員のお気持ちもよく分かる工藤教育長

んですけれども、県としてどうしろと、統合し

ろと、若しくはそのまま行けという判断をどち

らかに傾けてやるということは、これはできな

いと思っています。地域の実情をいろいろ考え

ながら、また地域で意見集約をして、その小学

校、地域の教育の在り方をしっかり市町村で考

えてもらうのが、あえて言えばそれが県のスタ

ンスです。どっちにしろ、子どもたちの教育そ

のものを上げていくためにはどちらがいいのか

ということをしっかり考えてやっていきましょ

うねというのが、あえて言えば我々のスタンス

です。今統合しているところもありますし、そ

のまま進んでいきたいというところもあります

ので、一方的にどちらに決めろと、県として方

針を示すのは難しいなと思って今のような答え

になりました。

まあね、どっちかに決めるのはなか末宗委員
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なか勇気と度胸がいるし、なかなか決めにくい

んじゃろうけど。たまたま地域を回っていると、

俺の隣の校区なんだけど、来年二人しか入らん

と言うんよ。そしたら、二人の親がその学校に

は行かせたくないんじゃけどどうしようか、も

う統合してくれという気持ちなんじゃけどな、

と僕に言うんよ。そしたら、地域の者は学校を

残さなと言いよるわけよ。地域に学校があって

も、その二人がほかの学校に行ったら、もう学

校の生徒はゼロになるわけやけど、そこら辺り、

大分県の方針はどうなりよんかなということを

お聞きしたかったんだけどね。大分県に方針が

なけりゃ、あとは市町村に勝手にしいというこ

とになるんよね。そんときは、市とやり合わに

ゃしょうがねえんか。そういう結論でいいんで

すかね。

なかなか結論というのは難しいん工藤教育長

ですけれども、それぞれの思いが、これは高校

の合併のときにも同じようにいろんな議論があ

りましたけれども、やはり地域でしっかりそこ

は意見集約をしていって、市教委と話をしてい

ただくということしかないのかなと思います。

僕は県がもうちょっと積極的に方針末宗委員

を出すべきとは思うけどね。

ほかに御質疑等もないので、これ大友委員長

より、さきほど審査しました警察本部関係部分

とあわせて採決いたします。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに、

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案のうち、大友委員長

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと、決定いたしました。

次に、第２９号議案実習船の共同運航に係る

事務の委託について、執行部の説明を求めます。

議案書の２２４ページ、第佐藤教育財務課長

２９号議案実習船の共同運航に係る事務の委託

について、御説明します。

配布資料の２ページ、県立海洋科学高等学校

と香川県立多度津高等学校とで共同運航する実

習船に係る運航事務について、効率化を図るた

めに香川県に委託するものです。

この実習船の建造と運航管理の実施主体につ

いては、平成２８年４月に締結した覚書におい

て、設計・建造は大分県、運航管理は香川県と

なっていることから、運航管理事務を委託する

ことになるのですが、他の都道府県に委託する

には議決が必要なことから、今回、提案してい

るところです。

委託に関する規約には、委託する事務の内容

や、収入、経費、予算、決算等の会計関係の取

扱い、定期的な連絡会議の開催などを盛り込ん

でおり、施行期日は共同運航を開始する平成３

１年４月１日としています。

議決後は、規約の県報での告示や総務大臣へ

の届出などを進めます。

なお、運航準備状況については、後ほど諸般

の報告において高校教育課長から説明します。

以上で説明は終わりました。大友委員長

質疑、御意見はありませんか。

これまで何回かお伺いしてきました河野委員

けれども、この共同運行に関する事故等の取扱

い、責任の分担について今後詳細を詰めていく

というお話を今まで聞いていたんですけど、こ

の段階ではまだ盛り込まれない、細目的なもの

は別途あるというということでよろしいでしょ

うか。

これまで大分県と香川県が楢崎高校教育課長

いろいろな事前協議をする中で、実習船安全管

理マニュアルですとか、実習船船内生徒心得等

を策定していまして、例えば、船内でのレベル

の軽いものから重大事案まで、各レベルに分け

た対応マニュアルを現在策定しているところで

す。

実習船に関しては他県の例も含めて、河野委員

大分県でも行方不明事件が起こりました。また、

それ以外にも暴力行為による死亡事件等が発生

した例もありますね。そういった部分から、こ

の運行責任、生徒の安全責任というものをどち

らがどれほど負担するのかという部分について

重要事項かなと思っていたものですから、その

協議内容が実際どこまで詰められているのかに

ついて示せますか。
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現在最終案をまだ詰めてい楢崎高校教育課長

るところです。まだ今は最終的なものをお示し

できる状況ではないと考えています。

はい、分かりました。河野委員

ほかによろしいでしょうか。大友委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ大友委員長

より採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案大友委員長

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第３０号議案権利の放棄について執行

部の説明を求めます。

議案書の２２６ペー樋口人権・同和教育課長

ジ、第３０号議案権利の放棄について御説明し

ます。

配布資料の３ページをお開きください。

まず、１の当該奨学金制度の概要ですが、こ

の奨学金は、旧地域改善対策特定事業対象地域

の教育の充実を図るため、同和関係者で経済的

な理由により高等学校等において修学すること

が困難な者に対し、無利息で貸与し、２０年間

で返済するものです。

今回、放棄する債権額は、２に記載していま

すが、平成８年度から１０年度に貸付けした１

件、８７万４，６６０円のうち免除額２１万８，

６６５円を除いた返還未済額６５万５，９９５

円です。

次に、３の当該債権を放棄する理由です。主

たる債務者及び連帯保証人に係る免責許可の決

定が確定したことにより、当該債権について回

収が不能と認められるため、権利の放棄を行う

ものです。

次に、議案書における債務者の表記です。

この奨学金の対象が同和関係者に限定されて

いることから、貸付金の名称と同時に債務者の

住所及び氏名を公表した場合、債務者が同和関

係者であることが明らかになり、社会的差別の

原因となるおそれがあるため、住所及び氏名は

非公表としています。

最後に、未収金の回収の取組です。未収金に

ついては、貸付金の原資が県民の税金であるこ

とを強く認識し、今後も返還者やその関係者の

人権に最大限に配慮しながら、引き続き積極的

に回収に努めますが、今回同様に回収不能な状

況に至った場合は、債権管理の効率性から権利

放棄等による債権の整理を進めたいと考えてい

ます。

以上で説明は終わりました。大友委員長

質疑、御意見はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、これよ大友委員長

り採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案大友委員長

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第３１号議案大分県文化財保護条例等

の一部改正について、執行部の説明を求めます。

議案書の２２７ページ、第３１阿部文化課長

号議案大分県文化財保護条例等の一部改正につ

いて、御説明します。

配布資料の４ページ、このたび、文化財をま

ちづくりに生かし、地域社会総がかりで、その

継承に取り組む必要から、文化財保護法が改正

され、平成３１年４月１日から施行されます。

今回の主要な改正点は７点あり、そのうち３

点が県の文化財保護条例及び文化財保護審議会

条例に関連するため、今回、両条例について一

部を改正するものです。

３の主な改正の概要ですが、１点目は、

（４）にあるとおり、所有者の高齢化等に対応

するため、文化財所有者に代わって維持管理で

きる管理責任者の選任要件が拡大されたことに

伴い、県条例を同様に改正します。

２点目は、（６）にあるとおり、文化財への

損壊等に対する抑止力として、罰金の最高額が

引き上げられたことに伴い、県指定文化財も現

行５万円を３０万円、３万円を１５万円に引き

上げます。

３点目は、（７）にあるとおり、地方文化財
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保護審議会の必置と選任要件が設定されたこと

に伴い、県文化財保護審議会条例における引用

条項を改正します。

４の施行期日は、平成３１年４月１日として

います。

なお、（１）の文化財の保存・活用に関する

総合的な施策の文化財保存活用大綱については、

平成３１年度から２年間で作成する予定です。

以上で説明は終わりました。大友委員長

質疑、御意見はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、これよ大友委員長

り採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案大友委員長

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第３２号議案大分県立スポーツ施設の

設置及び管理に関する条例の一部改正について

執行部の説明を求めます。

議案書の２２９ページ、第井上体育保健課長

３２号議案大分県立スポーツ施設の設置及び管

理に関する条例の一部改正について、御説明し

ます。

配布資料５ページ、１の改正概要ですが、県

立武道スポーツセンターの設置に伴い、県立総

合体育館の体育館施設を廃止するため、条例の

一部を改正するものです。

なお、現行の条例で、県立総合体育館は、体

育館とフェンシング場をもって構成されており、

今回の改正で体育館が廃止されることにより、

フェンシング場が単独施設として残ることとな

ります。

２の改正内容ですが、新旧対照表を御覧くだ

さい。

一つは、第２条の大分県立総合体育館を大分

県立フェンシング場に改めます。

二つは、総合体育館の構成を規定する第３条

を削除します。

三つは、使用料の根拠規定である第１３条の

総合体育館をフェンシング場に改めます。

３の施行期日については、平成３２年４月１

日です。

なお、総合体育館は、フェンシング場を除い

て、平成３２年４月１日に大分市へ譲渡する予

定です。

以上で説明は終わりました。大友委員長

質疑、御意見はありませんか。

フェンシング場の運営に関しては、河野委員

総合体育館全体を引き継ぐ大分市に委託か何か

されるんでしょうか。

はい、大分市に委託するよ井上体育保健課長

うにしています。

ほかに御質疑等もないので、これ大友委員長

より採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案大友委員長

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第３３号議案平成３１年度における県

立スポーツ施設建設事業に要する経費の市町村

負担について執行部の説明を求めます。

議案書の山上屋内スポーツ施設建設推進室長

２３０ページ、第３３号議案平成３１年度にお

ける県立スポーツ施設建設事業に要する経費の

市町村負担割合について、御説明します。

配布資料の６ページ、県立スポーツ施設建設

事業に係る経費の大分市の負担割合について、

地方財政法第２７条第２項の規定に基づき、市

へ意見を求め、承諾する回答をいただいたので、

今回提案するものです。

以上で説明は終わりました。大友委員長

質疑、御意見はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、これよ大友委員長

り採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案大友委員長

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

これで付託案件の審査を終わります。
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次に、執行部より、報告をしたい旨の申出が

ありましたので、これを許します。

まず、次第の①と②の報告をまとめてお願い

します。

久住高原農業高等学校の開楢崎高校教育課長

校準備及び大分県立くじゅうアグリ創生塾の開

設準備状況について御報告します。

資料の７ページ、開校に向けては、竹田市や

地元自治会、ＰＴＡ関係者等からなる準備委員

会において校訓などを検討し、学校で決定しま

した。

１の校訓は、高爽（こうそう）、創生、躍進

の三つです。特に、最初の高爽という言葉には、

「高い志をもち、心正しく生きる。」という意

味とあわせて「高いところにあり、周りがひら

けて爽やかな様子」を表す意味もあり、久住高

原の名がつく高校ならではの校訓となっていま

す。

次に校章と制服についてですが、お手元にカ

ラーで配布していますので、そちらもあわせて

御覧ください。

校章については、公募による応募数５３点の

中から、御覧のようなデザインに決定しました。

制作者は、大分県立鶴崎工業高校の産業デザイ

ン科３年生、後藤咲希さんです。コンセプトに

ありますように、農業高校を表す要素として、

左の「稲」、右の「水」が左右対称で表現され、

中央の「高」の文字は、久住高原の「高」、高

校の「高」をかけたものです。またその背面に

は、農業、アグリカルチュアーの頭文字Ａの文

字があり、自然の豊かさを表現する緑色でデザ

インされています。

制服については、男子がブレザータイプ、女

子はセーラージャケットタイプです。全体とし

て、穏やかで心落ち着く学校の雰囲気を出すた

め濃紺を基調として、ネクタイ、リボンは、高

原の爽やかなイメージと学校のスクールカラー

であるスカイブルーを使ったものとなっていま

す。

４の校歌ですが、地元に愛される学校づくり、

さらには全国募集も行う学校として、他校には

ない斬新さを打ち出すため、特色ある校歌を目

指し、地元久住高原に活動の拠点を置くＤＲＵ

Ｍ ＴＡＯに作詞、作曲を依頼しました。

制作のコンセプトとしては、世界初の和太鼓

による校歌に挑戦したということ、そして、歌

詞には、御覧のとおり、難解な言葉を用いず、

久住高原の壮大で美しい風景を描写し、自然の

中で学ぶ子ども達の感情をストレートに表現し、

また、親しみのあるタイトルとして、竹田市の

特産品であるかぼすをタイトルとしています。

あわせて、生徒募集の状況を報告いたします。

本年度は定員４０人に対して、１３人が入学

しました。３１年度は同様の４０人で募集した

ところ、推薦入試で、昨年の１人に対して、今

年は県内各地から１５人の推薦があり、内定し

ています。

本日、試験が行われている一次入試は、２５

人の募集に対して受験者は１９人で、全国から

の受験については、１人となっています。

続きまして、大分県立くじゅうアグリ創生塾

の準備状況について御報告します。

資料の８ページをお願いします。

三重総合高校久住校の敷地内に併設して建設

中のくじゅうアグリ創生塾と久住高原農業高校

の学生寮ですが、３１年度の開設に向け計画通

り、順調に進んでいる状況です。

全体像の写真を掲載していますが、縦に三つ

並ぶ建物のうち、両端の３階建てが、竹田市が

建設する学生寮です。寮室は全て２人部屋で、

男子２９室、女子１２室の計４１室で冷暖房・

Ｗｉ－Ｆｉが完備されています。

中央が、くじゅうアグリ創生塾の施設です。

１階の食堂と浴室は、くじゅうアグリ創生塾の

研修生と久住高原農業高校の寮生が共に利用し

ます。また、食品開発室では、ジャムやジュー

ス等の製造を行うことができます。２階の研修

室は８０名収容可能で青年農業者等との交流会

やグループワークなどを行うことができます。

同階にある研修生の宿泊室は全て４人部屋で計

１０室となっており、全ての部屋に冷暖房を完

備しています。

完成予定は３月１５日であり、完成式典は、

５月２１日の開催とし、建設にあたり御協力い
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ただいた関係各位をお招きし、建物の見学や記

念講演等を行う予定です。

平成３１年度の研修ですが、年間１５０日程

度の研修を開催する予定です。県内の一流の農

業経営者から経営論を学ぶ研修や、若手農家や

仲間と明日の大分県農業を語り合う研修、４年

制大学進学者を対象とした進学講座などの魅力

ある研修を計画しています。

引き続き、農林水産部や農業法人等の農業生

産者・大学関係者などとの連携を強化しながら、

本県の農業を担う人材の育成に努めます。

続きまして、香川県との共同運航における実

習船の運航準備状況について御説明します。

資料の９ページ、１の新実習船「翔洋丸」の

建造については、起工式を平成３０年７月に、

進水式を１１月に宮城県石巻市で行いました。

また、去る３月８日に完成検査を終えたとこ

ろです。

大型船である「翔洋丸」は６７５トンで建造

され、最新の設備が備わっており、船内の居住

性も高く、長期間にわたる航海実習の安全性の

向上が担保できる環境となっています。

また、新年度からの運航に向けて、両県で協

議を重ね、船内での軽度のトラブルから重大な

事故発生まで、危険レベルごとの体制や対応内

容をマニュアル化しています。事故が発生しな

いことが第一ですが、事故発生時もしっかりと

対応できるよう両県での体制を整えてまいりま

す。

３の共同航海実習ですが、ハワイ沖への遠洋

航海実習が現行の年１回から年２回になります。

１回の航海日数も現行より増加し、マグロのは

え縄操業実習が１８回から２４回に増加するた

め、漁ろう作業の技能向上が期待できます。

年３回の内地航海実習では、東京湾や瀬戸内

海の主要航路を経験させることで、生徒の航海

技能・技術の向上につながることを期待してい

ます。また、他校の生徒と互いに切磋琢磨する

学習環境が生まれ、学習効果の向上が期待され

ます。また、指導者においても、指導方法や技

術・技能の交流によるスキルアップや意識改革

が図られると考えています。

以上で説明は終わりました。大友委員長

質疑、御意見はありませんか。

久住高原農業高校の制服なんですけ藤田委員

れども、女子はスカートになっていますけれど

も、パンツというのは選択肢としてはないんで

しょうか。

御覧のスカートでと聞いて楢崎高校教育課長

います。

決まった後でニーズがあった場合は、藤田委員

学校単位で判断するということになるんですか

ね。

久住高原に限らず、学校で楢崎高校教育課長

対応します。

要望ですけど、パンツスーツについ平岩委員

て、私ずっと前に質問したことがあるんですけ

ど、やっぱりパンツを願っている女子生徒って

結構多いし、今ＬＧＢＴの方たちもいらっしゃ

るし、何せ寒いところですので、パンツもあり

だなと思っていました。だけど、ここになかっ

たので今正直驚いちゃったんですけど、そうい

うこともまた考えていただけたらありがたいな

と。女子が何人入ってくるか分からないんです

けど、お願いしたいです。

さきほどの説明に少し補足楢崎高校教育課長

をさせてください。翔洋丸の今回の件ですけれ

ども、ハワイへ遠洋航海２回実習と申し上げま

したけれども、大分県が１回、それから香川県

が１回やります。ただ、専攻科生はこの両方に

乗船します。

補足を踏まえていいですか。大友委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、次第大友委員長

の③と④の報告をまとめてお願いします。

平成３０年度全国体力・運井上体育保健課長

動能力、運動習慣等調査結果について御説明し

ます。

資料の１０ページ、本調査は、平成２０年度

から、全国の小学校５年生と中学校２年生を対

象に実施しているものです。

１の体力合計点による全国順位を御覧くださ

い。左側の小５、右側の中２ともに、本県児童

・生徒の体力は年々向上しており、特に本年度
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は、小５男子が初めて全国１位となったのをは

じめ、小５女子、中２男女の全てで、過去最高

値となりました。

２の実技調査項目ごとの平均値ですが、全国

平均を５０としたときの本県の数値を表してい

ます。左側の小学校では、男女ともに全ての項

目で全国値を上回り、８項目中、男子は６項目、

女子は７項目で過去最高値となりました。

右側の中学校では、男女ともに、９項目中、

持久走を除く８項目で全国平均を超え、男子は

６項目、女子は８項目で過去最高値となりまし

た。

このように、体力が向上している要因として、

小学校体育専科教員活用推進校や中学校体力向

上推進校はもとより、各学校での授業改善や一

校一実践の取組が充実してきたことがあげられ

ます。

次に１１ページ、３の女子の１週間の総運動

時間の分布から、左側の小学校、右側の中学校

ともに、１週間の運動時間が６０分未満の女子

児童生徒が多いことが分かります。特に中学校

では、運動する子としない子の二極化が顕著で

あり、課題として捉えています。

また、４の運動やスポーツに対する愛好度を

見ますと、全体的に８割から９割と高いものの、

経年比較では、平成２６年度から増えていない

状況です。

このことも課題として捉え、今後は、運動が

苦手・嫌いと感じている児童・生徒にも、楽し

さや喜びを感じさせられるよう、授業や一校一

実践を工夫しながら、体力向上の取組を推進し

てまいります。

大分県の文化部活動の在り方に阿部文化課長

関する方針について御説明します。

資料の１２ページ、本県では、昨年８月に大

分県の運動部活動の在り方に関する方針を策定

し、文化部活動についても、これに準じた取扱

いとするよう市町村教育委員会や県立学校等に

通知しておりましたが、１の（２）にあるよう

に、文化庁が昨年１２月に文化部活動のガイド

ラインを示したことを受け、大分県の文化部活

動の在り方に関する方針を策定しました。

２の県の方針に休養日と活動時間の基準につ

いて記載しています。中学校は国と同様として

いますが、高校は平日、休日ともに１時間長く、

また大会・シーズン等を考慮して弾力的な設定

も可としています。

これは、県内文化部活動の実態調査結果を踏

まえた上で新たな方針に基づく取組が進められ

ている運動部と同様の基準を設定したものです。

１３ページ、県内文化部活動の実態把握に関

する調査結果の概要です。

表の①のとおり、休養日等活動基準は８割以

上の学校で運動部・文化部共通で設定している

ことや、③の週末の休養日については、高校の

約５０％が土日とも活動していること等の実態

が分かりました。

今後は、バランスのとれた心身の成長と学校

生活を送ることを趣旨とするこの方針が実効あ

るものとなるよう、しっかりとフォローアップ

しながら、各市町村教委や学校等関係機関と連

携します。

来年度４月から運用開始の、方針全文につい

ては、別添えでお配りしていますので、後刻、

御覧いただきたいと思います。

以上で説明は終わりました。大友委員長

質疑、御意見はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、これで大友委員長

諸般の報告を終わります。

以上で、予定の案件は終わりましたが、この

際、何かありませんか。

さきほどの第３２号議案大井上体育保健課長

分県立スポーツ施設の設置及び管理に関する条

例の一部改正について、河野委員から御質問が

あった件です。

フェンシング場を大分市に委託して管理して

いくのかという御質問でした。大分市に委託と

私は述べましたが、公園と一体で管理すること

により、各施設の効率的な運用が図られますこ

とから、フェンシング場も県と大分市と連携し

て管理していきたいと考えています。

以上、訂正させていただきます。

連携しての意味を少し教えてくださ河野委員
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い。

県と大分市が連携して指定井上体育保健課長

管理者を募集し、選定していくということを考

えています。

大分支援学校のバスの件、特別支援平岩委員

教育課長や教育財務課長に大変御尽力いただい

て、私たちも随分声を出していったんですけれ

ども、現状として、今どういう状況まで至って

いるかというのを教えていただきたいです。

それから、人事異動はもう１５日には内示が

行われるような状況で固まっているとは思いま

す。１０年３地域という若い方たちが各地域を

回るという人事異動の制度が始まってもう８年

ぐらいたつんですかね。それに対するいろんな

不安も聞きますので、県教委で検証されている

ことがあれば、課題や、それからよかったとい

う点について、後日教えていただければと思っ

ています。

大分支援学校のスクールバ佐藤教育財務課長

スについて御説明します。

大分支援学校におけるスクールバスについて、

乗車定員を上回る乗車希望者がいることは存じ

ています。その対応策として、各特別支援学校

の入学者、転入者の状況を見極めた上で、大分

支援学校のバスと他の特別支援学校のバスとの

入替えができないかということを検討していま

したが、入替えができる状況には至っていませ

ん。大分支援学校の保有するバスにはシートベ

ルトが設置されていない座席があることから、

子どもを座らせることができるようにシートベ

ルト設置に向けて現在学校において準備を進め

ているところです。

ということは、よその学校のバスが平岩委員

こちらに回せる、シートベルトを付ける準備を

すればできると捉えていいんですかね。

いえいえ、ほかの学校のバ佐藤教育財務課長

スを持ってくるんじゃなくて、今ある大分支援

学校のバスにシートベルトを付けて全員を乗せ

るようにするという工夫を今進めています。

ということは、取りあえず来年度入平岩委員

学する子どもたちの希望者の中は、何とか使え

る、あぶれないと捉えていいんですかね。

そのように今準備を進めて佐藤教育財務課長

います。

ほかにないようですので、これを大友委員長

もちまして、教育委員会関係の審査を終わりま

すが、ここで一言、私からお礼を申し上げます。

〔大友委員長挨拶〕

〔工藤教育長挨拶〕

ありがとうございました。大友委員長

それでは、これをもちまして、教育委員会

関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔教育委員会退室〕

それでは、内部協議を行います。大友委員長

閉会中の所管事務調査の件について、お諮り

いたします。

今期定例会は、１５日をもって閉会となりま

すが、現委員は、議員の任期である４月２９日

まで委員として在任することになります。

したがいまして、お手元に配布のとおり、各

事項について閉会中の継続調査を行いたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、所定の手続を大友委員長

取ることにいたします。

それでは、本日の委員会が、このメンバーに

よる最後の委員会ですので、一言御挨拶申し上

げます。

〔大友委員長挨拶〕

これをもちまして、文教警察委大友委員長

員会を終わります。

１年間、大変お疲れさまでした。


